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特例措置の内容
事業用資産（店舗、事業所や農地等）を国に譲渡し、区域外に買い換える
場合(※)における譲渡所得の収入金額について、最大７０％の課税の繰り
延べができます。

令和６年４月１日以降は、事前に税務署への本特例措置の適用を受ける旨の届出が
必要となります。

適用期限
所得税：令和８年１２月３１日
法人税：令和８年 ３月３１日

この特例措置は適用期限があることから、御利用を考えている方は、適用期限内の
移転を御検討願います。

関係法令
所得税：租税特別措置法第３７条～第３７条の４
法人税：租税特別措置法第６５条の７～９

対象防衛施設
小松飛行場

特例措置を受けようとする税目に関する申告期限までに、管轄の税務署へ申
請してください。

防衛省の移転措置事業（※）により、土地などを譲渡される場合におけ

る税金の優遇措置（課税の特例）について、適用期限が３年間延長されま

した。

事業用資産の買換えの課税の特例【所得税、法人税】

移転措置事業における税金の優遇措置
の適用期限の延長について

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第５条に基づき、移転補償等の対象区
域(※)からの移転等を希望する方に対して、建物等の移転補償や土地の買入れを実施して
います。

飛行場等周辺において航空機の音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する第二種区域（第三
種区域を含む。）

※ 移転措置事業の概要

令和５年４月

【お問い合わせ先】
近畿中部防衛局 企画部防音対策課移転措置係 電話：06-6945-4967
ホームページアドレス：https://www.mod.go.jp/rdb/kinchu/
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＊業務説明会のご案内＊ 
 国家公務員一般職試験を受験している又は受験予定の方々を対象に、業務説明会を開催しております。令和５年度の大卒
程度試験受験者を対象とした説明会は、令和５年５月～７月に開催予定です。高卒程度試験受験者を対象とした説明会は、
令和５年９月頃に開催予定です。説明会の情報は、随時、ホームページ等で発信しますので、ご覧ください。 
 説明会については、職員と直接対話する座談会を行ったり、伊丹駐屯地・阪神基地隊においても行う予定です。 
 皆さまのご参加を心よりお待ちしております。人事係直通：06-6945-4952 説明会情報はこちらから→ 

＊近畿で地域に根ざした防衛行政に携わってみませんか＊ 

地方公共団体への説明 
日米交流事業（音楽会） 

駐屯地の建設 防衛問題セミナー 

周辺地域
の皆さん 

自衛隊 在日米軍 

理解・協力 理解・協力 

連携・協力 

地方防衛局 

地方防衛局は、自衛隊及び在日米軍の活動基盤となる防衛施設の安定的使用を目指し、防衛施設の整備や自衛
隊等の活動が円滑かつ効果的に実施されるよう地方公共団体や地域住民の理解や協力を得る役割を担っていま
す。例えば、防衛行政等について広くご理解いただくため、防衛問題セミナーを開催したり、周辺地域の皆さ
んと在日米軍との交流行事を実施するなど、幅広い業務を行っています。どんな仕事をしているか興味がある
方、自衛官と一緒に働いてみたい！という方は、業務説明会を予定しているので、ぜひお気軽に参加ください。 
 

（改編前） （改編後）

周辺環境整備課

近畿中部防衛局 近畿中部防衛局

企画部 地方調整課 企画部 地方調整課

周辺環境整備課

防音対策課 防音対策課

管理部 業務課 業務課

施設管理課 施設管理課

施設取得補償課 施設取得補償課

 近畿中部防衛局は令和５年４月１日より企画部と管理部を統合し、総務部、企画部、調達部の３部体制に改編をいたしました。 

 なお、組織改編後も各課等の所掌に変更はございません。 


